
給付額について（年額）

高校生等奨学給付金 対象確認シート

全日制

52,100円/年

142,600円/年

専攻科

区分
（7月1日現在）

通信制

生活保護
受給世帯

52,600円/年

第１子の高校生等

生活保護受給世帯以外の非課税世帯

第２子以降の高校生等

152,000円/年

52,100円/年
※同じ世帯に通信制又は専攻科の対象高校生等と全日制又は定時制の対象高校生等がい
る場合は、全日制又は定時制の高校生等は「第２子以降」の扱いとする。

該当しません

該当しません

保護者の居住地の
都道府県にお問合
わせください

NO（注）保護者とは、親権を行う者（親権を行う者
がないときは、未成年後見人）となります。
ただし、18歳以上の生徒については、生計
維持者を指します。

。

保護者等（注）の居住地は大分県ですか？

現在学校に在籍していますか？

生活保護（生業扶助）を受給していますか？

通信制又は専攻科の高校生等はいますか？

保護者等全員の「道府県民税所得割及び市町村民税所得割」が非課税（0円）ですか？

高校生等以外に１５歳（中学生を除く）以上２３歳未満
の兄弟姉妹がいますか？

複数の高校生等がいますか？

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

「生活保護受給
世帯」です。

「非課税世帯」で、
通信制の高校生等
については「通信
制」の給付額、専
攻科の高校生につ
いては「専攻科」
の給付額、それ以
外の高校生がいる
場合は「第２子」
の給付額です。

「非課税世帯」で、
「第２子」の給付
額です。

「非課税世帯」で、１人目
の高校生等は「第１子」、
２人目以降の高校生等につ
いては「第２子」の給付額
です。

「非課税世帯」
で、「第１子」
の給付額です。

高校生等奨学給付金の対象となりますので、申請書や必要書類について提出してください。


